
四日市市母子保健法施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３０日 

四日市市長  森  智 広   

四日市市規則第２６号 

四日市市母子保健法施行細則等の一部を改正する規則 

 （四日市市母子保健法施行細則の一部改正） 

第１条 四日市市母子保健法施行細則（平成２０年四日市市規則第５０号）の一部を

次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（養育医療の給付申請） （養育医療の給付申請） 

第２条 省令第９条第１項の規定による

申請（第４条に規定する申請を除く。）

は、養育医療給付申請書（新規・継続）

（第１号様式）に次の各号に掲げる書類

を添付して、申請を行うものとする。 

第２条 省令第９条第１項の規定による

申請（第４条に規定する申請を除く。）

は、養育医療給付申請書（新規・継続）

（第１号様式）に次の各号に掲げる書類

を添付して、申請を行うものとする。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

 (3) 医療保険各法（健康保険法（大正１

１年法律第７０号）、船員保険法（昭

和１４年法律第７３号）、私立学校教

職員共済法（昭和２８年法律第２４５

号）、国家公務員共済組合法（昭和３

３年法律第１２８号）、国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号）又は

地方公務員等共済組合法（昭和３７年

法律第１５２号）をいう。以下同じ。）

に係る未熟児の被扶養者証等（当該未

熟児が当該医療保険各法の被扶養者

等である場合に限る。） 

(3) （略） (4) （略） 

 



改正後 

別表（第９条関係） 

（略） 

備考 

１から３まで （略） 

４ 徴収月額の決定の特例 

（１） （略） 

（２） 入院期間が、１月未満のものについては、徴収基準月額又は加算月額につ

き、さらに日割計算によって決定する。(ただし、Ｄ１５階層を除く。) 

   基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 

（３）及び（４） （略） 

５から９まで （略） 

 

改正前 

別表（第９条関係） 

（略） 

備考 

１から３まで （略） 

４ 徴収月額の決定の特例 

（１） （略） 

（２） 入院期間が、１月未満のものについては、徴収基準月額又は加算月額につ

き、さらに日割計算によって決定する。(ただし、Ｄ１４階層を除く。) 

   基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 

（３）及び（４） （略） 

５から９まで （略） 

 第１号様式を次のように改める。 

 



第１号様式（第２条関係） 

養 育 医 療給 付 申 請書（新規・継続） 
本

人 

ふりがな 
氏 名   

男  ・  女 
 

生年月日 
 

    年  月  日 

居 住 地  

退院後の

連 絡 先 
 
※ 上記と同じ場合は記入不要 

個人番号 
            

義

務

者 

扶

養 

氏 名  本 人 と の 続 柄  

居 住 地 
※本人と同じ場合は記入不要 

個人番号 
            

医 療 保 険  
各 法 に よ る  
記号及び番号 

 
保 険 者 の 名 称  

保 険 者 の 番 号         

希望する指定

養育医療機関の

名称及び所在地 

 

摘 要  

下記の項目について同意し、養育医療意見書及び関係書類を添えて上記のとおり養育医療の給付を申請します。 
 

申請者住所 （郵便番号         ） 

四日市市 

 
ふ り が な 

申 請 者 氏 名                
申請者生年月日       年   月   日 
（本人との続柄               ） 
（電話番号                 ） 

            年   月   日 
 
            四日市市長                        
 
 
１．この事業に関し必要な、市で保管する住民記録情報、税情報、加入医療保険情報、その他受給可否の決定に必要な情報について、 

市長が利用することに同意します。 
２．ご提出いただいた申請書のお子さんの基本情報（氏名・生年月日・出生時体重・性別・住所・電話番号）及び養育医療意見書（症状 

の概要・診療予定期間・現在受けている医療、病状の経過）に係る個人情報を、母子保健法第19条に基づき、こども家庭センターが 
早期に訪問指導サービスを提供する目的で、利用することについて同意します。 

＜福祉医療費助成対象の方のみ＞ 
３．給付額が確定しましたら、こども手当・医療給付課が下記の内容を福祉医療費助成給付のため利用することに同意します。 

  （養育医療給付申請書・診療月・総医療点数・入院日数・公費請求額・総食事金額・食事公費請求額・食事日数・医療機関名・自己負担額） 
※同意いただいた情報は四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、適正な管理を行います。 

 

 記入者本人確認 受付者 

 



 （四日市市母子保健法施行細則の一部を改正する規則の一部改正） 

第２条 四日市市母子保健法施行細則の一部を改正する規則（令和７年四日市市規則

第９３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４号様式の１及び第４号様式の２を次のように改める。 

 

 



第４号様式の１（第３条関係） 

養 育 医 療 券       (病院・診療所用) 

公費負担者番号   受給者番号   

交付年月日   

医療保険各法による 

記号及び番号 
  

保険者等の名称   

受
療
者 

名前   性別   

生年月日   

申
請
者 

名前   

生年月日   

続柄   

住所   

指定養育医療機関   

本券の有効期間   

 上記のとおり決定する 

 

      年  月  日 

 

 

       四日市市長 

 



第４号様式の２（第３条関係） 

養 育 医 療 券       （薬局用） 

公 費 負 担 者 番 号  交付年月日  

受 給 者 番 号  交 付 番 号  

医 療 保 険 各 法 によ る 
記 号 及 び 番 号  

保 険 者 の
名 称  

受 療 者 
氏 名  

生年月日  

申 請 者 

氏 名  

生年月日  
受療者と
の 続 柄 

 

住 所  

指定養育医

療 機 関 

薬 局 
名 称  

所 在 地  

病院・

診療所 

名 称  

所 在 地  

本 券 の 有 効 期 間  

 上記のとおり決定する。 

 

      年  月  日 

 

          四日市市長 

 



附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条中別表備考の規定

及び第２条の規定は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の四日市市母子保健法施行細則別表備考の規定は、令

和２年４月１日から適用する。 

（こども未来部こども手当・医療給付課） 

 


